
フルハーネス型安全帯使用作業
特別教育のご案内

学　科
科　目 範　囲 時　間

作業に関する知識 作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法　作業に用いる設備の点検及び整備の方法　作業の
方法

1時間

墜落制止用器具に
関する知識

墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造　墜落制止用器具のフルハーネスの
装着の方法　墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法　墜落制止
用器具の点検及び整備の方法　墜落制止用器具の関連器具の使用方法

2時間

労働災害の防止に
関する知識

墜落による労働災害の防止のための措置　落下物による危険防止のための措置　感電防止のための
措置　保護帽の使用方法及び保守点検の方法　事故発生時の措置　その他作業に伴う災害及びその
防止方法

1時間

関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5 時間

実　技
科　目 範　囲 時　間

墜落制止用器具の
使用方法等

墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法　墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取
付け方法　墜落による労働災害防止のための措置　墜落制止用器具の点検及び整備の方法

1.5 時間

合計　6時間

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育の科目、範囲及び時間

墜落及び転落による労働災害防止をより一層推進するため、厚生労働省では、平成30年 6月 22日付けで
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について（基発0622第 1号）」を発出、並びに「墜
落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が公表されました。
また、墜落による災害において、「安全帯を着用しているが使用していなかった事例」、「安全帯を使用してい
ても使用方法が適切ではなかった事例」等が多数あること、さらに、フルハーネス型は胴ベルト型と比較し
て適切な着用や使用が難しいことなどを踏まえ、安衛則第36条第41号及び特別教育規程に「フルハーネ
ス型安全帯使用作業」が新たに追加されました。
建災防都道府県支部で「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」※を開催します。
開催日程は、建災防ＨＰにてご確認ください。

※  新たに追加された特別教育「高さが2 メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のう
ちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務（ロープ高所作業に係る業務を除く。）」を建災防では「墜落制止用器具のうちフ
ルハーネス型のものを用いて行う作業の業務に係る特別教育（フルハーネス型安全帯使用作業特別教育）」と表記することとしました。
　  また、「安全帯」を「墜落制止用器具」に改める安衛則等の改正が行われておりますが、建災防では「安全帯」という表現が、建設業界
に広く定着していることから「安全帯」の名称を引き続き使用しています。
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（パブリックコメント結果概要一部抜粋、他）Q&A

　　高さ2m以上の箇所であって作業床を設ける
ことが困難なところとあるが、これ以外の使用につ
いては、特別教育を実施しなくても良いということ
か？

　　高さが2m以上の箇所であって作業床を設け
ることが困難なところ以外の作業については、今
回の改正による特別教育の対象にはなりません。
また、高さ2m以上の箇所で作業床を設けること
が困難なところでフルハーネス型を用いて「作業」
を行う者を対象としており、単に通行、昇降する場
合は含まれません。

お問い合わせ先（支部一覧）

フルハーネス型安全帯は、ただ使用すれば安全というものではありません。
使用する環境等を十分に考慮し、適切な器具を選択のうえ、正しく使用しなければなりません。
建災防が行う特別教育を受講し、高所からの墜落による労働災害を防止しましょう。
ご依頼により、企業に支部が出向いて実施することも可能ですので、受講料等と併せまして、各支部にお問い合わせください。

A

Q

　　胴ベルト型も特別教育の対象か？

　　胴ベルト型は、フルハーネス型と比較して取
扱いが容易であること、6.75m以下の箇所で使用
するものであることから、胴ベルト型に対しては、
特別教育を義務付けていません。

A

Q

　　特別教育には「ロープ高所作業を除く」とある
が、ロープ高所特別教育を修了していれば「フル
ハーネス特別教育」を受講しなくても良いのか？

　　ロープ高所作業を行うには「ロープ高所特別
教育」の修了が必要ですが、併せて「フルハーネス
特別教育」を修了する必要はないという趣旨です。
また、ロープ高所特別教育修了者がフルハーネス
特別教育を受講する場合には科目の一部を省略す
ることができます。

A

Q

　　6.75mを超える高さとは、フルハーネス型の
フックを取付ける位置から落下到達面までの高さ
か？

　　6.75mは、作業箇所の高さであり、フックの
取付け高さではなく、作業床等から墜落する地面
等までの鉛直方向の距離をいいます。

A

Q


